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型■腕、昴0早ノI  改正案のイメージ 現行

(設備の基準)                
‐
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(乳児院 (その2))

改正案のイメ‐ジ 現行

第二十二条 乳幼児十人未満を入所.させる乳児院には、嘱託医t看
護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を
置かなければならない。 |          '
2 看護師の数は、七人以上とする。ただし:その一人を除き、保
育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。

(養育)    . :
第二十三条

'手
L児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の

健全な華達を促進し、その人格の形成に資することとなるもので
なければならない。                |
2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授
乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほ
か、健康状態の把握t第十二条第一項に規定する健康診断及び必
要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。

・

(乳児の観察)               一
第二十四条 乳児院 (乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。
)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と

認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察し
なければならない。|       ｀

(自 立支援計画の策定)

第二十四条の二 乳児院の長は、第二十三条第一項の目的を達成す

島皐撃葛臭τttPTЯ響登讐曇埋子讐蒐お称撃暑撃薬墨否憲8崎
ばならない。        .         ‐   ‐

(保護者等との連絡)      :
第二十五条 乳児院の長は、乳幼児の保護者及び必要に応じ当該ユ
幼児を取り扱つた法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福

撞忌」瞥丁 :「五五重称曇讐たぢ::.し秀続児憲素量ふ尋規霞億言
ない。                 :

第二十二条 乳児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護
師及び調理員文はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2 看護師の数は、七人以上とする。ただし、その一人を除き、保
育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。i

(養育の内容) ,.      :
第二十二条 手L児院における養育は、ヨ.県の健全な発宣を促進し、
その人格の形成に資することとなるものでなければならない。

2 養育の内容|よ、精神発達の観察及び指導、毎日定時に行う授乳

L盆二五量量子警摯三彙塗二絵言裟登ザ詈罹普参醤嚢警縁醤i暑
じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。

(乳児の観察)

第二十四条 乳児院 岨.県十人未満を入所させる乳児院を除く。

':においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認
めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しな
ければならない。           4

(自立支援計画の策定)

第二十四条の二 乳早院の長は、第二+三条第=項の目的を達成す
るため、入所中の個々の享L児について、ヨ.婦やその家庭の状況等、
を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければな
らない。                '    |    .

(保護者等との連絡)   .         I   :
第■十五条 乳児院の長は、乳児の保護者及び必要に応じ当該剛.県

を取り扱つた法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉司
(以下『児童福祉司」という。)又は児童委員と常に密接な連絡
をとり、ヨ.県の養育につき、その協力を求めなければならない。|
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母子生活支援施設 (第4章 )

改正案のイメージ 現 行

(設備の基準)

第二十六条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
― 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。

二 母子室ははこれに調理設備ヽ浴室及び便所を設けるものとし

、一世帯につき下室以上とすること。
三 母子室の面積は、三十平方メー トル以上であること。

四 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育
所又は児童厚生施設カミ利用できない等必要があるときは、保育

.所に準ずる設備を設けること。
五 到.幼儡三十人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養

室を、副.動県三十人以上を入所させる母子生活支援施設には、
医務室及び静養室を設けること。   .      :

(職員)

第■十七条 母子生活支援施設には、母子支援員 (母子生活支援施
設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、 嘱託
医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置
かなければならない。 ‐

2止 理疵法左往i必要ゴム五上認められる母キ十人以上に心理療

(設備の基準)

第二十六条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 母子室、集会、学習等を行う室ヽ調理場:浴室及び使所を設

けること。ただし、付近に公衆浴場等があるときは、浴室を設
けないことができる。

二 母子室は、■世帯につき下室以上とすること。

三 母子室の面積は、おおむね一人にうき三・三平方メ■ トル以
上であること。1

四 乳児又は幼児を入所させる母子生活支援施設にはt付近にあ
る保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは

、保育所に準ずる設備を設けること。
五 軍L児又は幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には

、静養室を、乳児又は幼児三十人以上を入所させる母子生活支
援施設には、医務室及び静養室を設けることし

(職員)                 ヽ

第二十七条 母子生活支援施設には、母子指導員 (母子生活支援施
設 l尋 おいて:母子の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)、 嘱
託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を
置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施護
にあつては、調理員を置かないことができる_

法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない

3 心理療法担当職員は1学校教育法の規定による大学の学部で

心理学を専修する学科若 しくはこれ らに相当する課程を修めて率

び集団心理療法の技術を有するもの又
はこれと同等以上の能力を有すると認められる童壺なければなら
ない。  ′

上 量三二土世盤以上を入所させる母子生活支援施設の母子支援員
及び少年を指導する職員の数は、それぞれ二人以上とする^



(母子生活支援施設 (その2))

改正案のイメージ 現行

(母子支援員の資格):
第■十八条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でな
ければならない。     |
― 地方厚生局長又は地方厚生支局長 (以下「地方厚生局長等」
という。)の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その
他の養成施設を卒業した者

二 保育士の資格を有する者
三 社会福祉士の資格を有する者
四 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高
等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、向法第九十条第二
項の繰定により大学べの入学を認められた者若しくは通常の課
程にょる十二年の学校教育を修了した者 (通常の課程以外の課

費覇轟単異奎懸智義1禽華機整房墓箱I暑与言言皇菫しに署壕
あつて、二年以上児童福祉事業に従事したもめ | |

(生活支援)

の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談二堕
言及び指導並びに関係機関との連絡調撃を行う等の支援により、
その自車の促進を目的とし、かつ、

｀
その私生活を尊重して行わな

ければならない1               1

(自 立支援計画の策定)

第二十九条の二 母子生活支援施設の長はt前条の目的を達成する

勧́藁tttT専 8督皇2塁薫写:担五ぁ罫番暮桑鍵否履8崎瀑意言
ない。

(母子指導員の資格)    .
第二十八条 母子指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でな
ければならない。
一 地方厚生局長又は地方厚生支局長 (以下「地方厚生局長等J

という6)の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その
他の養成施設を卒業した者

二 保育士の資格を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
四 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高
等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二
項の規定により大学への入学を認められた者若 しくは通常の課

種|:ま :古尻置霜雪撃警薫裏宴署と穆亨」電薯2蓄憲I絆貧覆
文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者で
あつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

(生活指導)

第二十九条 母子生活支援施設における生活指導は、個々の母子の
家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育
に関する相談及び勁三を行う等の支援により、|その自立の促進を
目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わな1すればならない。

(自立支援計画の策定)             :、
第二十九条の二 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成する
ため、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を
勘案して、その自立を支援するための計画を策定 しなければなら
ない:         |       '



(母子生活支援施設 (その3))

改正案のイメージ 現 行

(保育所 に準ず る設備 )

第二十条 第二十六条第四号の規定により、母子生活支援施設に

(授産場の運営 )

第二十条 母子生活支援施設に授産場を設けるときは_二の運営L
つき労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)の精神を連守 し

なければならない。

(関係機関との連携)

第二十条の二 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子自立支
援員、児童家庭支援センター、母子福祉団体及び公共職業安定所
並びに必要に応じ児童の通学する学校=児童相談所等関係機関と
密接に連携して、母子の保護及び生活の支援に当たらなければな

`ら ない。  1                    '

(準用する規定)

笙三t-4,第二土大条第四晏の規定によ上二:母子生活支援施設に

保育所に準ずる設備を設けると

…

所に関する規定 (第二
+三条第 二月 を除 く^)券 塗用す る ^

2 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね三十人に
つき一人以上とするハただしヽ一人を下ることはできない1

(関係機関との連携)

第二十二条 母子生活支援施設の長はt福祉事務所、母子自立支援
員、児童の通学する学稜、児童粕談所t母子福祉自体及び公共職
業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センタニt婦人相談所等
関係機関と密接に連携して、母子の保護及び牛活す儒に当たらな
ければならない。            |

保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定 (第

三+三条第二頂存除 く^)存 菫用する _



児童養護施設 (第7章 )

改正案のイメニジ 現行

(設備の基準)

第四十■条 児童華護施設の設備の基準は、次のとおりとするも
■ 児童の居室^相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

「
 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積

三 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別に
することし               i
四 便所は、男子用と女子用とを別にすることも

翼争塞墨轟晶占糞異圭li今
所
,∵

る児
〒
養護施

弔Fは:甲
務
宇
及び

六 入所している児童の年齢、適性等に応じ学習及び職業に関す
る指導に必要な設備を設けること。

(職員)                |   ‐

第四十二条 昇童養護施設には1児童指導員、嘱託医t保育士 個ヽ

韮藷慧喜ぶ暮胃賢最碁ぜ景予
「

ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあうては栄養士を、
調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないこと
ができる。

2 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療

■ 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満三歳に満たない幼
児おおむね■人につき一人以上、1満主歳以上の幼見おおむね四人

|

二 1看誰 師 の 数 は :乳 児 お お 心 ね 一 日七 人 に づ き 一 人 以 上 とす る 」

ただし1-人を下ることはできない1       _

(設備の基準)       .       :
第四十一条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする:

T 児童の居室、調理室、浴室及び便所を設けることし,

二 児童の居室の一室の定員は、これを十五人以下とし、その面

積はt一人につき         以上とすること6

三 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別に
すること。
四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
五 :児革三十人以上を入所吉せる児童養護施設には、医務室及び
静養室を設けること。        |

六 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設
.備を設けること。                '

(職員)         .              |
第四十二条 児童養護施設には、1児童指導員、嘱託医t保育士、栄
養士及び調‐理員を置かなければならない。ただし、児童西十人以
下を入所させる施設にあつては栄養

=を
、調理業務の全部を委託

する施設にあつては調理員を置かないことができる:    1‐

2職 菫整導止査立場全二重二豊業指導員を置かなければならない

ユ 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満三歳に満たない幼
児おおむね二人につき=人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人
につき一人以上t少年おおむね六人につき■人以上とする。

6



(児童養護施設(その2))

改正案のイメージ
現 行

(児童指導員の資格)           .
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(児童指導員の資格)             '

電男高ユ ,長詞
指尋員は、次の各号91ヽず

れヵ
:に
該当する言Fな

校              
福

サゃ計
の職早を

言
成
す

る学

1%〕琲鐸鵡儡織

l薦夢甲畔準導娑
l』響尋累鶏薔型易庁普島』渇毛轟業     を〒́

甦    』選評≒「琴継

`ゝ

!「蔀著鮮菖薦響課堰習l鷺惰誕だfFあアてヽ厚1言働大臣
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(児童養護施設(その3))・

改正案のイメニジ 現行

て行わなければなければならない。

層庁:諄魔息なを:
い 。

(自立支援計画の策定)   ‐            :

第四千五条の二 児童養護施設の長はt第四十四条の目的を達成す

るため、入所中の個々の児童について:児童やその家庭の状況等

を勘案 して、その自立を支援するための計画を策定しなけれ|ばな
|ら ない:

彙甚畢妻臭千質墓墓墨確趙 烏 境晟ま抵電司討tあ
うち

|

調整に当たらなければならない。             1

ξ酢讐ま     :祟|〒

第甚皐董葉言肇
甲1藝曇嚢施設の長は、第畠年四条第二績iむ前条

警〒暑8暴健言漬償墓2葛築t仝T軍8督19漫轟写:牲五ぁ罫
画
1策

定しな|すればならない。.′

    
‐
       1

1(児童と起居を共にする職員)_       i
第四■六条 児童養護施設め長は、児童指導員及び保育士のうち少
なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならなぃ91



情緒障害児短期治療施設 (第 9章の5).

改正案のイメ■ジ 現行 ´

(設備の基準)               .
第七十四条 情緒障害児短期治療施設の設備の基準は、次のとおり
とする。            '
一 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室
、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。

二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下としtその面積
‐は、一人につき四 口九二平方メー トル以上とすること。

三 男子と女子の居室は、これを別にすること。

四 便所は、男子用と女子用とを別にすること:

(職員)               |
第七十五条 情緒障害児短期治療施設には、医師、心理療法を担当
する職員、児童指導員、保育士、看護師1個別対応職員ヽ 家庭支
浮車門相談目、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただ
し、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かな
いことができる。  .
2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でな
ければならない。          ・

3 心理療法を担当する職員は、学校教育法の規定による大学の学
部で1心理学を車修する学科着しくはこれらに相当する課程を修
めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、心理学に関
する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二

条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、
個人及び集団心理療法の技術を有しtかつt心理療法に関する一
年以上の経験を有するものでなければならない。
4 心理療法を担当する職員の数はtおおむね児童十人につき一人
以上とする。                    

「5 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童五人につ
き一人以上とする。

(設備の基準)

第七十四条 情緒障害児短期治療施設の設備の基準は、次のとおり
とする:      '
一 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室
、相談室、工作室、調理室t浴室及び便所を設けること。

二 児童の居室の一室の定員は、これを五人以下とし、その面積
は、二人につき三 日三平方メニ トル以上とすること。

三 男子と女子の居室は、これを別にすること。

四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。

(職員)

第七十五条 情緒障害児短期治療施設にはt医師t心理療法を担当
する職員:児童指導員、保育士、看護師、栄養士及び調理員を置
かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設に
あつては調理員を置かないことができるよ      ‐

2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でな
ければならない。
3 心理療法を担当する職員は、学校教育法の規定による大学の学
部で心理学を修め学士と称することを得る者又は同法の規定によ
る大学の学部で心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得し
たことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学
を認められた者であつて1個人及び集団心理療法の技術を有し、
かっ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければ
ならない。、

4 心理療法を担当する職員の数は、おおむね児童十人につき=人
以上とする。               [
5 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童五人につ
き一人以上とする。
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(情緒障害児短期治療施設(その2))  、

改正案|のイメニジ 現行

(心翠療法、生活指導及び家庭環境の調整)

第七十六条 情緒障害見短期治療施設における心理療法及び生活指
導は、児童の社会的適嗜能力の回復を図りt児童が、当該情緒障
害児短期治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことがで
きるようにすることを目的として行わなければならない

`2 情緒障害早短期治療施設における家庭環境め調整は1児童の保
護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、i児童の家庭の状
況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければな
らない。      ´

(自立支援計画の策定)

1よよ菖非βぎた層F児編署編留淳魔僣量2暑臓:T貴墨軍署8暴
庭の状況等を勘寒して、その自立を支援するための計画を策定し
なければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第七十七条 情緒障害児短期治療施設については、第四十六条の規
定を準用する。

(関係機関との連携)       |
第七十ノ、条 情緒障害児短期治療施設の長は、児童の通学する学校
及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センタ■、児童委

曇ぁf譜雪霊む裏凛 鑑 通こ≦″ヨ

=騨
ti層ヌ

して場

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)

第七十六条 情緒障害児短期治療施設における,い理療法及び生活指
導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該情緒障
害児短期治療施設を退所した後●健全な社会生活を営むことがで
きるように行わなければならない。

往 鶉 1撃雪 則 署 留 卜 韻 諾 諭 肇 錐 審 契 千 建 まあ
家庭の状況に応じ、その家庭環境の調整を行わなければならない

(自立支援計画の策定)

第七十六条の二 情緒障害児短期治療施設の長は、前条第一項の目
的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家
庭の状況等を動案して、その自立を支援するための計画を策定し
なければならない。

(児童と起居を共にする職員)  .         .
第
ま墓聾籠11異警

障害児
〒
期治

零
施設にっい下は、

雪
甲十六条の規

.(関係機関との連携)     .
第七十八条

‐
情緒障害児短期治療施設の長はt児童の通学する学校

及び児童相談所並びに必要|1応 じ児童家庭支援センター、児童委
員、保健所、市町村保健センタT等関係機関と密接に連携して児
童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

１
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